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事例 1 インターハイ予選において
大会２日目にメンバー変更が提出された。

今回の問題点

メンバー変更は初日だけに認められているにもかかわらず、２日目に提出されたこと。

今回の措置

京都府高体連のルールに基づきメンバー変更は認めずに、欠席の選手は抹消とした。

ルールに関する今後の措置

これはローカルルールであり、京都府においては通してこの形で行っている。今後もこの形で行う。

事例２ インターハイ予選において
トイレットブレイクの際に、１回目に取った選手もトイレに行きたいと要求してきた。

今回の問題点

トイレットブレイクは回数が決められている。

今回の措置

今回トイレットブレイクを取ったのがもう一方の選手で、その間他の選手も休息を取ることができる。それに従っ
て今回はもう一方の選手もトイレに行くことを認めた。

ルールに関する今後の措置

ルールに従えば今回の措置で問題は無いが、も一方の選手はトイレットブレイクを取った選手よりも早くコート
に戻らなければならない。その確認ができていなかったので、注意していきたい。

事例３ インターハイ予選において
京都府においては応援は拍手のみとなっているが、団体戦の応援でコートに入る扉が開いたときにゼスチャー
で選手を鼓舞するような、動きが応援生徒にあった。

今回の問題点

ローカルルールではあるが、応援は拍手のみであると決められていること。

今回の措置

応援生徒に対してはペナルティーは与えられない、すべて選手に与えられることより、当該校の選手にはコー
ドバイオレーション（警告）を与えた。

ルールに関する今後の措置

ローカルルールではあるが京都府においては応援の仕方が決められている。コート外で自分自身で盛り上が
ったり、思わず突発的に声が出てしまったりとかという場合については許容範囲として認めているが、明らかに
選手に対しての行動については厳しく見ていくことになる。

事例４ サマージュニアにおいて
選手がエントリーの際に違う種目のシューズを履いてきた。

今回の問題点

ドレスコード違反の確認方法

今回の措置

本人はこのシューズは大丈夫だと言われたと主張したが、シューズをスマホやタブレットのアプリで確認したとこ
ろバレーボールシューズであることが確認され、自分の試合までに用意するように指示した。

ルールに関する今後の措置

現在ではゲームウエアーかどうか確認するのが困難になっていることから、今回のようにアプリ等も使用しなが
ら行っていく。



事例５ 近畿大会予選において
選手が会場にいるにもかかわらず、出席を届けなかった。

今回の問題点

特になし

今回の措置

届け出が無かったのでＮＳ扱い。

ルールに関する今後の措置

選手が出席の届け出義務を怠った。今後も同様の手続きを行う。

事例６ 選抜予選において
団体戦で勝者が報告をしなかった。

今回の問題点

特になし

今回の措置

当該選手を登録抹消とした。また試合については無効試合とした。

ルールに関する今後の措置

今後も同様の手続きを行う。ただ今回はもう別会場で報告の前に次のオーダーが出されようとしていた。本部
は確認のサインをする前に報告がされたので、特に措置はしなかったが、これらのことについては、監督、引率
教員が十分注意をしてもらいたい。


